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み
ん
な
を
守
る

119

▼
場　

所　

粕
屋
南
部
消
防
本
部　

　
（
防
災
シ
ア
タ
ー
）

▼
受
講
資
格　

粕
屋
南
部
消
防
本
部

　

管
内
（
志
免
、
須
恵
、
宇
美
、
粕

　

屋
、
篠
栗
、
久
山
）
各
町
の
在
住

　

者
ま
た
は
在
勤
で
団
体
な
ど
に
対

　

し
て
普
及
活
動
を
し
て
い
た
だ
け

　

る
人
。

▼
講
習
内
容　

心
肺
蘇
生
法
、
Ａ
Ｅ

　

Ｄ
の
取
り
扱
い
方
法
、
そ
の
他
の

　

応
急
手
当
な
ど
の
指
導
要
領

▼
受
講
費
用　

無
料
。
た
だ
し
、
テ

　

キ
ス
ト
代
（
３
３
６
０
円
）
が
必

　

要
で
す
。

▼
定　
　

員　

30
人

▼
申
込
み
方
法　

南
部
消
防
署
・
中

　

部
消
防
署
に
申
込
書
が
あ
り
ま
す

　

の
で
必
要
事
項
を
記
載
し
提
出
し

　

て
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ
先

・
南
部
消
防
署　

救
急
係　

　

☎
９
３
５
・
５
１
１
１

・
中
部
消
防
署　

救
急
係

　

☎
９
３
８
・
３
２
１
６

　

消
防
署
で
は
、
応
急
手
当
を
み
な

さ
ん
に
知
っ
て
い
た
だ
く
た
め
の
普

及
活
動
を
行
な
っ
て
い
ま
す
。
し
か

し
、
救
急
車
が
到
着
す
る
ま
で
に
応

急
手
当
が
行
わ
れ
て
い
た
ケ
ー
ス

は
、
ま
だ
ま
だ
少
な
い
の
が
実
情
で

す
。
助
か
る
は
ず
の
命
を
救
う
た
め

に
、
多
く
の
人
に
応
急
手
当
の
方
法

を
知
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
大
切
で
す
。

　

そ
こ
で
、み
な
さ
ん
が
応
急
手
当
の

普
及
員
と
し
て
、応
急
手
当
の
普
及
啓

発
活
動
を
行
な
っ
て
み
ま
せ
ん
か
！

応
急
手
当
普
及
員
講
習
会
を

受
講
し
て
み
ま
せ
ん
か

12月12月  １月 １月 
１７日（水）

自己負担金　５００円

　　１９日（金）

自己負担金　３００円

　　　９日（金）
塗り絵
講師　合屋三千代　先生

自己負担金　２００円

　　１４日（水）
ケアビクス
講師　林崎万里子　先生

自己負担金　３００円

　　２４日（水）

自己負担金　３００円

危
険
物
取
扱
者
試
験

応
急
手
当
普
及
員
っ
て
何
？

● 申込資格　65歳以上で町内に住所を
　 　　　　　有する人
● 開催日時　水・金曜日の朝
　 　　　　　（10：00 ～ 12：00）
● 場　　所　ボランティアセンター１階
● 定　　員　30人　※予約が必要です。
● 申込み・問合せ先
　 　　　　　福祉課  ☎ 932-1151（内線126）

　

の
巣
が
つ
く
と
、
火
災
を
感
知

　

し
に
く
く
な
り
ま
す
。

・
誤
報　

誤
報
を
発
す
る
場
合
は
、

　

故
障
や
電
池
切
れ
が
疑
わ
れ
ま

　

す
。
最
新
の
機
種
の
多
く
は
、

　

電
池
寿
命
が
10
年
で
す
。

▼
悪
質
な
訪
問
販
売
に
注
意
! !　

　

消
防
職
員
の
よ
う
な
服
装
で
、

　
「
住
宅
用
火
災
警
報
器
の
設
置

　

が
義
務
化
さ
れ
、
消
防
署
か
ら

　

来
ま
し
た
。」
な
ど
と
偽
っ
て

　

販
売
す
る
ケ
ー
ス
が
発
生
し
て

　

い
ま
す
。
消
防
署
が
販
売
す
る

　

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

▼
問
合
せ
先

　

粕
屋
南
部
消
防
本
部
予
防
課

　

☎
９
３
５
・
６
３
８
９（
直
通
）

　

次
の
日
程
の
、
応
急
手
当
普
及
員

講
習
会
を
受
講
し
て
い
た
だ
き
、
効

果
測
定
（
実
技
、
筆
記
）
に
合
格
し

た
人
が
、
応
急
手
当
普
及
員
と
し
て

活
動
で
き
ま
す
。

▼
日　

時　

１
月
22
日
（
木
）
〜
24

　
日
（
土
）
３
日
間

ど
う
す
れ
ば
応
急
手
当
普
及

員
に
な
れ
る
の
？

　

で
す
。
ぜ
ひ
、
台
所
に
も
設
置

　

し
ま
し
ょ
う
。）

▼
ど
の
よ
う
な
種
類
が
あ
る
の
？

　

住
宅
用
火
災
警
報
器
に
は
煙
に

　

反
応
す
る
タ
イ
プ
や
熱
に
反
応

　

す
る
タ
イ
プ
が
あ
り
ま
す
。
今

　

回
の
改
正
で
は
、
煙
に
反
応
す

　

る
タ
イ
プ
の
設
置
を
義
務
付
け

　

て
い
ま
す
。

▼
購
入
す
る
に
は
？　

防
災
設
備

　

取
扱
店
や
電
気
器
具
販
売
店
、

　

ホ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
、
家
電
量
販

　

店
な
ど
で
購
入
で
き
ま
す
。

▼
取
り
付
け
後
の
管
理
は
？　

・
点
検　

最
低
限
１
年
に
１
〜
２

　

度
は
作
動
点
検
を
し
ま
し
ょ
う
。

・
掃
除　

本
体
に
ほ
こ
り
や
く
も

▼
願
書
等
配
置　

12
月
10
日
頃

▼
願
書
受
付
け
開
始　

12
月
17
日

　
（
水
）

▼
願
書
締
切
日　

１
月
13
日（
火
）

▼
試
験
の
種
類　

全
種
類

▼
試　

験　

日　

２
月
22
日（
日
）

　

危
険
物
取
扱
者
は
、
一
定
量
以

上
の
危
険
物
を
貯
蔵
し
ま
た
は
取

り
扱
う
工
場
や
ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン

ド
、
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
な
ど
の
施

設
で
危
険
物
を
取
り
扱
う
た
め
に

必
要
な
資
格
で
す
。

※
試
験
に
伴
う
準
備
講
習
会
を
２

　

月
７
日
（
土
）
に
予
定
し
て
い

　

ま
す
。

▼
問
合
せ
先

　

粕
屋
南
部
消
防
本
部
予
防
課

　

☎
９
３
５
・
６
３
８
９（
直
通
）

住
宅
用
火
災
警
報
器
の
設
置
は
お
済
み
で
す
か
？

▼
な
ぜ
設
置
す
る
の
？　

火
災
に

　

よ
る
死
者
の
８
割
は
住
宅
火
災

　

か
ら
発
生
し
、こ
れ
で
亡
く
な
っ

　

た
人
の
４
割
が
発
見
の
遅
れ
で

　

す
。
住
宅
用
火
災
警
報
器
は
、

　

火
災
の
発
生
を
早
期
に
知
ら
せ
、

　

あ
な
た
や
家
族
の
命
を
守
っ
て

　

く
れ
る
か
ら
で
す
。

▼
い
つ
ま
で
に
設
置
す
る
の
？

・
新
築
住
宅　

新
築
時
。

・
既
存
住
宅　

平
成
21
年
５
月
31

　
日
ま
で
。

▼
ど
こ
に
設
置
す
る
の
？　

寝
室

　

お
よ
び
寝
室
が
あ
る
階
段
な
ど
。

　
（
台
所
は
義
務
で
は
あ
り
ま
せ

　

ん
が
、
奏
功
事
例
の
殆
ん
ど
が

　

台
所
か
ら
の
出
火
に
よ
る
も
の

　

消
防
法
お
よ
び
火
災
予
防
条
例
の
一
部
改
正
に
よ
り
、
全
て
の
住
宅

に
住
宅
用
火
災
警
報
器
を
設
置
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
ま
し
た
。

　

ま
ち
の
中
を
見
て
み
る
と
、
商
店
や
事
務
所

の
広
告
板
や
広
告
塔
、
催
事
案
内
な
ど
の
看
板

を
目
に
し
ま
す
。　

　

こ
れ
ら
の
広
告
物
は
、
私
た
ち
に
さ
ま
ざ
ま

な
情
報
を
与
え
、
町
を
彩
り
に
ぎ
わ
い
を
演
出

し
、
私
た
ち
の
生
活
に
か
か
せ
な
い
も
の
と

な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
こ
の
広
告
物
が
、
無

秩
序
、
無
制
限
に
氾
濫
す
る
と
美
観
を
損
ね
た

り
、
時
に
は
落
下
な
ど
に
よ
り
人
に
危
害
を
及

ぼ
す
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
た
め
、
福
岡
県
で
は
屋
外
広
告
物
の
表

示
、
掲
出
に
あ
た
っ
て
ル
ー
ル
を
定
め
て
い
ま

す
。
く
わ
し
い
ル
ー
ル
に
つ
い
て
は
、
福
岡
県

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

ル
ー
ル
を
守
っ
て
、
美
し
く
安
全
な
ま
ち
づ

く
り
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

▼
屋
外
広
告
物
と
は

・
常
時
ま
た
は
一
定
の
期
間
継
続
し
て
表
示
さ

　

れ
る
も
の

・
屋
外
で
表
示
さ
れ
る
も
の

・
公
衆
に
表
示
さ
れ
る
も
の

・
看
板
や
立
看
板
、
は
り
紙
、
広
告
塔
、
広
告

　

板
な
ど
で
建
物
な
ど
に
掲
出
や
表
示
さ
れ
た

　

も
な
ど
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

▼
福
岡
県
建
築
都
市
部   

公
園
街
路
課

　

http://w
w
w
.pref.fukuoka.lg.jp/d11/

　

0607030okugaikoukokubutu.htm
l

物
法
の
規
定
に
よ
る
簡
易
除
却
、
略
式
代
執
行

と
呼
ば
れ
る
も
の
で
す
。

　

措
置
の
内
容
は
次
の
と
お
り
で
す
。

▼
簡
易
除
却
（
法
第
７
条
第
４
項
）

　
　

は
り
紙
、
は
り
札
、
立
看
板
（
台
を
含
む
）、

　

の
ぼ
り
旗
（
台
を
含
む
）
な
ど
簡
易
な
広
告

　

物
ま
た
は
掲
出
物
件
で
、
は
り
紙
（
即
時
除

　

却
）
以
外
は
、
必
要
な
管
理
を
な
さ
ず
、
良

　

好
な
状
態
に
保
持
さ
れ
て
い
な
い
場
合
ま
た

　

は
除
却
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
期
間
を
経
過

　

し
た
場
合
に
除
却
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

▼
略
式
代
執
行
（
法
第
７
条
第
２
項
）

　
　

相
手
側
を
確
知
で
き
な
い
場
合
に
表
示
者
、

　

設
置
者
な
ど
に
代
わ
っ
て
除
却
す
る
も
の
で

　

す
。（
広
告
板
、
広
告
塔
な
ど
の
掲
出
物
件

　

を
除
却
す
る
場
合
は
一
定
事
項
を
公
告
後
）

▼
問
合
せ
先

　

企
画
課　

☎
９
３
２
・
１
１
５
１

　

本
町
で

は
、
違
反

広
告
物
に

対
す
る
除

却
措
置
を

行
っ
て
い

ま
す
。
こ

の
措
置
は
、

屋
外
広
告

　　２６日（金）

自己負担金　５００円


